
 

厚木市人権施策推進指針の改定（案）に対するパブリックコメントの 

実施結果について 

 

１ 意見募集期間 

令和７年１月６日（月）から令和７年２月５日（水）まで 

 

２ 意見の件数等 

(1) 意見をいただいた人数  １人 

(2) 意見の件数       ４件 

(3) 案に反映した意見の数  １件 

 

３ 意見と市の考え方 

№ 意見の概要 市の考え方 反映したもの 

全般について 

 

 

 

１ 

 

 

 

 

 

人権といっても、多種多様

で、年によって社会が注目す

る人権の種類は異なってきま

す。例えば、最近報道される

ことが多い性的マイノリティ

など、「人権」は、常に時代と

共に変化がありますので、社

会の変化に応じて、この人権

指針についても見直すように

してほしいと思います。 

本指針は、「人権教育及び人 

権啓発の推進に関する法律」に

規定する本市の責務を果たすた

めの重要な指針のため、５年ご

とに行う市民意識調査の結果の

反映や、人権を取り巻く国内外

の動向、社会情勢の変化などに

適切に対応するよう、必要に応

じて見直しを行っていきます。

 

   

 

 

２ 

 

 

多くの市民にこの人権指針

を知ってもらい、こどもの頃

から人権意識を高めていくた

めにも、表紙や内容にイラス

トを入れるなど、市民が親し

みやすい人権指針にしていた

だきたい。 

 御意見をいただきましたとお

り、イラストの挿入等を行うこ

とで、市民が手に取りやすく、

理解しやすい内容とし、こども

の頃から人権意識が高まるよう

教育委員会との連携にも努めて

いきます。 

 

○ 

女性の人権について 

３ 

昨今、性加害事件が大きく

報道されております。性被害

やセクハラ被害などを受ける

のは女性が多いのが現状で

す。この指針には、女性が分

野別施策として取り上げら

れ、安心・安全なくらしの実

性暴力やセクシュアルハラス

メントは被害者の心身に深い傷

を負わせ、人生を大きく狂わせ

る重大な人権侵害です。 

 本市といたしましては、こう

した性暴力等の根絶を目指すと

ともに、引き続き、被害者が安

 



 

現に向けた啓発を図るとなっ

ております。今後も、活動を

継続していただき、弱い立場

の人々でも生活しやすい社会 

を作っていただきたいと思い

ます。 

心して相談でき、必要な支援を

適切に受けられるよう、関係機

関や庁内の連携・協働を強化し

ていきます。 

 

 

犯罪被害者等について 

４ 

分野別施策として、犯罪被

害者等を入れているのは新し

い取り組みではないかと思い

ます。施策の充実に努めてく

ださい。 

 

 

 

 

 

分野別施策の「犯罪被害者

等」に記載のとおり、条例を制

定することで、犯罪被害者等が

置かれている状況及び支援の必

要性についての理解を深め、地

域全体で共通認識を持ちなが

ら、犯罪被害者等を支える地域

社会づくりを推進します。 

また、犯罪被害者等に寄り添

ったきめ細かな支援を行い、安

心して暮らすことができるよ

う、施策の充実に努めていきま

す。 

 

 

４ お問合せ先 

(1) 担当課名 市民協働推進課 

(2) 連絡先  046-225-2215 

 

５ 結果公開日 

令和７年３月 10 日 公開 


